
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

オミクロン株による感染急拡大に伴い申告等が困難となった方に向けて、簡易な記載による方 

法での申告・納付期限の延長措置が令和 4 年（2022 年）2 月 3 日に発表されました。 
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簡易記載による申告・納付 

期限延長 ～4 月 15 日まで～ 

延長措置の概要 

オミクロン株による新型コロナウイルス感染症の

感染が急拡大していることで、法定期限内に申告や

納税（以下、申告等）をすることが困難となるケー

スが想定されます。これを鑑み、令和 4年（2022 年）

4月 15 日までの間、新型コロナウイルス感染症の影

響により法定期限までの申告等が困難な方を対象と

した、簡易な方法により申告・納付期限を延長する

ことができる措置（以下、簡易な方法による延長措

置）が講じられました。 

 令和 2年分の申告所得税（復興特別所得税も含む。

以下同じ。）の確定申告等も延長措置が講じられまし

たが、こちらは法定期限を一律に延長するものでし

た。今回は、法定期限はそのままに、手続を簡略化

した個別延長の措置が講じられた点に留意しましょ

う。 

簡易な方法による延長措置は、主に次の税目が対

象となります。 

対象となる年分等軽減 

簡易な方法による延長措置は、令和 4 年（2022 

年）1 月以降に申告等の法定期限を迎える手続が対

象とされています。 

 なお、対象外となる令和 3 年（2021 年）12 月末

以前に法定期限を迎えた手続や、簡易な方法による

延長措置経過後である 4 月 16 日以降も引き続き新

型コロナウイルス感染症の影響により申告等ができ

ない場合には、これまでどおりの延長申請手続を行

うことで、延長をすることが可能です。 

対象となる税目 

 仮に申告による納税がある場合には、原則として 

“提出日” までに納付をしなければなりません。納

付が可能となった時点で申告書を提出するとよいで

しょう。 

対象となる手続について、法定期限の翌日から 4

月 15 日までの間に、簡易な方法による延長措置を用

いて申告と同時に延長を申し出た場合には、原則と

して、申告書の提出日が申告・納付期限となります。 

 この場合の “提出日”とは、原則として税務署へ

の到達日ですが、たとえば電子申告や郵送の場合は、

以下の日が “提出日”とみなされます。 

申告・納付期限 

＊3月 3日（木） 3 月誕生会 

3 月生まれの方を事務所全員で祝いました。 

所長よりプレゼントの贈呈がありました。 
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プロ経営者通信 お問い合わせはこちらへ 
ご意見・ご要望等ございましたら、お手数おかけしますがお電話またはメールにてご連絡をお願い致します。 

電話：097-529-5757 （総務通信担当者宛） メール：soumu@ideasoken.jp 

Blog と Facebook で事務所の様子や 

職員の日常を紹介しています！ 

どうぞご覧下さい。 
Ｂｌｏｇ Ｆａｃｅｂｏｏｋ ＨＰ 

その他にも、法人税中間（予定）申告書や消費税

の中間申告書でも、余白に記載することで簡易な方

法による延長措置を適用することが可能です。 

 法定期限内の申告等が難しい場合には、お早めに

弊所へご相談ください。 

 

 

 

 

 

＊ＭｙＫｏｍｏｎニュースレターより引用 

 

セミナー情報 

経営計画書の作成で幹部社員の意識が向上！！ 
たった 5 年で売上が 7 倍<7 億円>に！ 
幹部と一緒に作る！！ 

  

 
経営計画を立てると会社が生まれ変わる！ 

◎専門家がマンツーマンで丁寧にお教えします！ 
◎何でも質問ＯＫです！ 

 
日 程  2022 年 04 月 13 日（水） 
時 間 10 時～17 時（受付 9 時 45 分～） 
会 場 参加ご希望の方へ改めてご案内いたします 
 
参加料 30,000 円 (税抜)【定員 5 社様】 

＊おひとり様追加毎に＋5,000 円(税抜)となります。

 
お問い合わせ TEL：097-529-5757  髙山 
 
申し込みフォーム：
https://docs.google.com/forms/d/1XYv5
yxO5tG1SwwU0zibIyPjigL_Oe0V0yB
gFVwl9S7Q/edit

簡易な方法の記載例 

 簡易な方法による延長措置の申出は、たとえば書面

提出であれば、申告書右上の余白などに「新型コロナ

ウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載をし

た上で、提出することで完了します。通常であれば別

途添付が必要な申請書が不要である点が、“簡易”と

いわれる理由です。 


